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新型コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底のお願いについて（その２）（通知） 

 

 日頃、新型コロナウイルス感染拡大防止対策に御理解、御尽力いただき感謝申し上げ  

ます。 

 各施設・事業所（以下「施設等」という。）においては、「新型コロナウイルス感染拡大

防止対策の再徹底について（通知）」（令和２年１２月１７日付け高第１６６３号）、「新型

コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底のお願いについて（通知）」（令和２年１２月  

２８日付け高第１７３６号）等を踏まえ、感染拡大防止策を徹底の上、事業を継続してい

ただいているところですが、高齢者施設等においては、引き続き感染が拡大しており、非

常に憂慮すべき状況にあります。 

特に、高齢者施設等におけるクラスターが急増しており、４月から１１月までに１１件

だったものが、１２月だけで既に１２件発生しています（いずれも政令市・中核市除く）。 

施設等の機能が停止してしまうだけでなく、医療機関への負担も大きく、医療崩壊を招

きかねない状況にあります。 

こうしたことから、高齢者施設等の関係者の皆様方には、改めて、次の事項等の徹底い

ただくとともに、これらの情報については、施設等の職員全員に共有いただくよう重ねて

お願いたします。 

 

○ 職員や入所者（入居者、利用者）については、不要不急の外出を控えていただくよ

うお願いします。他施設等と兼務をしている職員や複数事業所を利用する利用者につ

いては、特に日頃の健康管理の徹底をお願いします。⇒市中での感染が拡大している

ことや、施設間で感染が拡大したと思われる事例も報告されています。 

 

 



○ 職員や入所者（入居者、利用者）の健康管理（1日複数回の検温や記録など）を徹底

すること。また、職員・利用者及びその家族・同居者が体調不良の場合（家族・同居

者がＰＣＲ検査を受けた場合にはその結果が判明するまでの間）は、自宅待機とする

こと。⇒家族・同居者から感染したと思われる事例が報告されています。 

 

○ フロアやユニットごとの担当者をできるだけ分けるとともに、複数のフロアを兼務

したり、代替職員の確保が難しい看護師等については、より体調管理の徹底や感染防

止策の徹底をお願いします。⇒看護師が感染する事例も多く報告されています。 

 

○ 業務時間、業務時間外も含め「３つの密」（密閉・密集・密接）が生じる場を徹底し

て避けること。うつらない・うつさせないためのマスクの着用を徹底するとともに、

マスクをはずしての会話は厳に慎むこと。こまめな手洗い、手指消毒の徹底 

⇒職員同士の会食を通じた感染事例が認められています。 

 

 

（別添） 

１ 「新型コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底について（通知）」（令和２年１２

月１７日付け高第１６６３号） 

 

２ 「新型コロナウイルス感染拡大防止対策の再徹底のお願いについて（通知）」（令和

２年１２月２８日付け高第１７３６号） 

 

 

 

以上 

 

【問い合わせ・回答先】 

事業所及び介護老人保健施設：介護事業者指導班 

電話043-223-2386 FAX043-227-0050 

E-mail kaigojigyou@mz.pref.chiba.lg.jp 

 

入所施設（介護老人保健施設を除く）:法人支援班 

電話043-223-2350  FAX043-227-0050 

E-mail kourei5@mz.pref.chiba.lg.jp 


